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申
しんせい
請可

かの う
能な医

いりょうひじょせい
療費助成の早

はやみひょう
見表� 視 �聴 �音 �肢 �内 �知 �精 �難

医 療 保 険 特定の医療が必要な方

●�子ども医療費助成
●�高校生等医療費�
助成

●�ひとり親家庭等�
医療費助成

［問合せ先］
子育て推進課　手当・医療係
TEL（5211）4230

自立支援医療
（育成医療）

71ページをご覧ください。

［問合せ先］
健康推進課　保健予防係
TEL（5211）8172

18 歳未満

自立支援医療
（精神通院）

70ページをご覧ください。

［問合せ先］
障害者福祉課　総合相談担当
TEL（5211）4217

年齢制限なし

自立支援医療
（更生医療）

69ページをご覧ください。

［問合せ先］
障害者福祉課　総合相談担当
TEL（5211）4217

18 歳以上

後期高齢者
医療制度

通常は75歳から加入。
一定の障害があれば
65歳からも加入可能。

［問合せ先］
保険年金課　後期高齢者医療係

TEL（5211）4206

国民健康保険や
社会保険などの

医療保険
（74歳まで加入）

０歳～高等学校卒業

⑤�医
い

　療
りょう
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国・東京都指定の難病や
小児慢性特定疾病をお持ちの方

障害者手帳を
お持ちの方

小児慢性特定疾病
医療費助成

73ページをご覧ください。

［問合せ先］
健康推進課　保健予防係
TEL（5211）8172

新規申請は 18歳未満のみ

難病等
医療費助成

72ページをご覧ください。

［問合せ先］
障害者福祉課　給付・指導担当

TEL（5211）4128

年齢制限なし

※�障害程度や年齢、難病などの疾患の種類に応じて、医療保険に加えて追加で医療費助成
を受けられる場合があります。詳細は各担当係までご相談ください。

心身障害者
医療費助成

障
（まるしょう）
68ページをご覧ください。

［障害要件］
●�身体障害者手帳
　　１級及び２級
　　内部障害を有する３級
●�愛の手帳　１度及び２度
●�精神障害者保健福祉手帳
　　１級

［問合せ先］
障害者福祉課　総合相談担当
TEL（5211）4217

新規申請は
18歳以上65歳未満のみ

※�生活保護受給者は対象外

特殊医療の
医療費助成

73ページをご覧ください。

［問合せ先］
障害者福祉課　給付・指導担当

TEL（5211）4128

年齢制限なし
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心
しんしんしょうがいしゃいりょうひじょせい
身障害者医療費助成制

せいど
度（マル障

しょう
）�

（都
と
の制

せい ど
度）� 身�知�精

問合せ先 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217／ FAX（3556）1223

心
しんしん

身に障
しょうがい

害がある方
かた

の医
い り ょ う ひ

療費を助
じょせい

成する東
とうきょうと

京都の制
せ い ど

度です。健
けんこう

康保
ほけんしょう

険証を使
つか

って病
びょういん

院な
どで診

しんりょう
療・投

とうやく
薬などを受

う
けたとき、または治

ちりょうよう
療用の補

ほ
装
そ う ぐ

具を作
つく

ったときに、窓
まどぐち

口で支
し は ら

払
う自

じ こ
己負

ふ た ん
担額

がく
の一

い ち ぶ
部の助

じょせい
成が受

う
けられます。

� �マル障
しょう
受
じゅきゅうしゃしょう
給者証をお持

も
ちの方

かた
は、医

いりょう
療機

きか ん
関における医

いりょうひ
療費の窓

まどぐち
口負

ふた ん
担が「１

割
わり
」になります。（住

じゅうみんぜい
民税非

ひ か ぜ い
課税の方

かた
は、窓

まどぐち
口負

ふた ん
担なし）

� 　負
ふた ん
担限

げん ど
度額
がく
　外

がいらい
来　１ヶ月

げつ
18,000 円

えん
　入
にゅういん
院　１ヶ月

げつ
57,600 円

えん

� 　※�入
にゅういん
院時

じ
の食
しょくじりょうようひょうじゅんふたんがく
事療養標準負担額・生

せいかつりょうようひょうじゅんふたんがく
活療養標準負担額は助

じょせい
成の対

たいしょうがい
象外で

す。
� 【助

じょせい
成方
ほうほう
法】

� 　�都
と
の契

けいやく
約医

いりょう
療機

きか ん
関では、健

けんこう
康保

ほけんしょう
険証とマル障

しょう
受
じゅきゅうしゃしょう
給者証を�窓

まどぐち
口で提

てい じ
示しま

す。
� 　�都

と
の契

けいやく
約医

いりょう
療機

きか ん
関以

いが い
外で診

しんりょう
療を受

う
けたときは、保

ほけん
険の自

じ こ
己負

ふたんぶん
担分をいった

ん支
しはら
払い、健

けんこう
康保

ほけんしょう
険証と領

りょうしゅうしょ
収書（保

ほけん
険点

てんすう
数等

など
記
きさ い
載があり、領

りょうしゅういん
収印のあるも

の）、本
ほんにんめいぎ
人名義の口

こう ざ
座がわかるもの、印

いんかん
鑑を持

も
って、区

く
の窓

まどぐち
口でマル障

しょう

助
じょせいぶん
成分を申

しんせい
請し、払

はらいもど
戻しを受

う
けてください。

� 　※�高
こうこうせい
校生まで（18歳

さい
到
とうたつご
達後最

さいしょ
初に迎

むか
える３月

がつ
31 日

にち
まで）の方

かた
については、

乳
にゅうようじ
幼児医

いりょうひ
療費助

じょせい
成制

せ い ど
度・子

こ
ども医

いりょうひ
療費助

じょせい
成制

せ い ど
度・高

こうこうせい
校生等

など
医
いりょうひ
療費助

じょせい
成

制
せい ど
度を優

ゆうせん
先してご利

りよう
用ください。

� 【助
じょせい
成対
たいしょう
象とならないもの】

� 　�介
かい ご
護保

ほけ ん
険の利

りようしゃ
用者負

ふた ん
担額

がく
や健

けんこう
康保

ほけ ん
険の対

たいしょう
象とならない文

ぶんしょりょう
書料や差

さがく
額ベッド

代
だい
、健
けんこう
康診
しんだん
断、予

よぼう
防接

せっしゅ
種などはマル障

しょう
の助
じょせい
成対

たいしょう
象になりません。

� �区内に住所（身体・知的・精神障害者更生施設等の入所者については、介護
給付費等を区から支給されている方）を有する方で、次のいずれかの手帳を
お持ちの方

� 　●身体障害者手帳１級・２級（内部障害は３級まで）をお持ちの方
� 　●愛の手帳１度・２度をお持ちの方
� 　●精神障害者保健福祉手帳１級（有効期限が残っている）をお持ちの方
� 【対象除外要件】
� 次の項目のいずれかに該当する方は、対象となりません。
� 　１．健康保険未加入の方　
� 　２．生活保護を受給されている方
� 　３．�ご本人（20歳未満の方は被保険者）の所得が別表（166ページ参照）

に定める限度額を超えている方
� 　　※�手帳取得当初に所得超過により対象外となった方でも、翌年度以降

65歳に達する前までに所得が限度額内になった年度の８月に申請で
きます。お問い合わせください。

� 　４．年齢が 65歳以上で重度心身障害になった方
� 　５．�重度心身障害になった年齢が 65歳未満で、65歳に達する日の前日

までに「マル障受給者証」の交付申請を行わなかった方
� 　　※ �65 歳に達する日の前日とは、年齢計算に関する法律に基づき、誕生

日の前々日になります。

内 容

対 象
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� 　６．後期高齢者医療制度の加入者で、住民税が課税されている方
� 【マル障申請に必要なもの】
� 　１．身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
� 　２．ご本人の健康保険証
� 　３．�ご本人の（20歳未満の場合は世帯主等の）住民税課税・非課税証明

書（都外から千代田区に転入された方のみ。都内転入で前住所地でマ
ル障受給していた方は「交付状況連絡票」）

� 【マル障
しょう
受
じゅきゅうしゃしょう
給者証の更

こうしん
新】

� 　�受
じゅきゅうしゃしょう
給者証をお持

も
ちの方

かた
の有

ゆうこう
効期

きげ ん
限は、毎

まいとし
年９月

がつ
１日

にち
から翌

よくねん
年の８月

がつ
31 日

にち

まで（精
せいしんてちょう
神手帳により受

じゅきゅうしゃ
給者の方

かた
は、手

てちょう
帳の有

ゆうこう
効期

きげ ん
限が到

とうらい
来する年

とし
につい

ては、手
てちょう
帳の有

ゆうこう
効期

きげ ん
限の満

まんりょうび
了日まで）です。

� 　�毎
まいとし
年８月

がつ
に所

しょとく
得等

とう
を確

かくにん
認し、対

たいしょう
象の方

かた
には８月

がつ
31 日

にち
までに新

あたら
しい受

じゅきゅうしゃ
給者

証
しょう
を送

そう ふ
付します。

� ※�１月
がつ
２日

にち
以
いこ う
降に転

てんにゅう
入された方

かた
は、更

こうしん
新の際

さい
、前

ぜんねん
年の所

しょとく
得の課

かぜいしょうめいしょ
税証明書等

とう
が

必
ひつよう
要となります。課

かぜいしょうめいしょ
税証明書等

とう
を１月

がつ
１日

にち
時
じて ん
点に住

じゅうみんとうろく
民登録されていた区

く し
市

町
ちょうそん
村から取

しゅとく
得し、提

ていしゅつ
出してください。

自
じりつしえんいりょう
立支援医療

●更
こうせいいりょう
生医療� 身

問合せ先 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217／ FAX（3556）1223

身
しんたい

体障
しょうがいしゃ

害者の更
こうせい

生（障
しょうがい

害を軽
けいげん

減・除
じょきょ

去し、日
にちじょう

常生
せいかつ

活能
のうりょく

力や職
しょくぎょう

業能
のうりょく

力の回
かいふく

復向
こうじょう

上）を図
はか

るため、指
し て い

定自
じ り つ

立支
し え ん

援医
いりょうきかん

療機関により行
おこな

われます。

� �手
しゅじゅつ
術などにより障

しょうがい
害の程

て い ど
度を軽

けいげん
減、または除

じょきょ
去するための医

いりょうひ
療費のうち、

健
けんこう
康保

ほけ ん
険の自

じ こ
己負

ふたんぶん
担分について助

じょせい
成されます。

� �心臓機能障害、免疫機能障害等、原則として医療を受ける部位の身体障害者
手帳をお持ちの 18歳以上で、心身障害者福祉センターの判定により医療費
の助成が必要と認められた方

� �原則として医療費の１割が自己負担となります。ただし、負担が重くなりす
ぎないよう、世帯の所得に応じて、ひと月あたりの負担に上限額が決められ
ています。

そ の 他

内 容

対 象

利 用 料
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●精
せいしんつういんいりょう
神通院医療� 精

問合せ先 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217／ FAX（3556）1223

指
し て い

定医
いりょう

療機
き か ん

関において精
せいしん

神通
つういん

院医
い り ょ う ひ

療費の助
じょせい

成が受
う

けられます。

� 手
て つ づ
続きに必

ひつよう
要なもの

� 　１．申
しんせいしょ
請書（所

しょてい
定のもの）

� 　２．診
しんだんしょ
断書（所

しょてい
定のもの）※申

しんせい
請日

び
時
じて ん
点で３ヶ月

げつ
以
いな い
内に発

はっこう
行されたもの

� 　３．医
いりょう
療保

ほけ ん
険の加

かにゅう
入関
かんけい
係を示

しめ
す書

しょるい
類

� 　　　（１）国
こくみんけんこうほけん
民健康保険（組

くみあい
合国

こく ほ
保含

ふく
む）、後

こうきこうれいしゃいりょうほけんかにゅうしゃ
期高齢者医療保険加入者

� �  　　　受
じゅしんしゃ
診者と同

どういつ
一の加

かにゅう
入関
かんけい
係にある世

せたい
帯全
ぜんいん
員の保

ほけんしょう
険証の写

うつ
し

� 　　　（２）健
けんこう
康保

ほけ ん
険（被

ひ
用
ようしゃ
者保

ほけ ん
険）加

かにゅうしゃ
入者

� �  　　　①受
じゅしんしゃ
診者の保

ほけんしょう
険証の写

うつ
しと、②被

ひ
保
ほけんしゃ
険者本

ほんにん
人の保

ほけんしょう
険証の写

うつ
し

� �  　　　※①で被
ひほけんしゃほんにん
保険者本人が確

かくにん
認できる場

ばあい
合は、①のみで可

か

� 　４．所
しょとく
得を確

かくにん
認できる書

しょるい
類（課

かぜい
税または非

ひかぜいしょうめい
課税証明）

� 　　　（１）国
こくみんけんこうほけん
民健康保険（組

くみあい
合国

こく ほ
保含
ふく
む）、後

こうきこうれいしゃいりょうほけんかにゅうしゃ
期高齢者医療保険加入者

� �  　　　受
じゅしんしゃ
診者と同

どういつ
一の加

かにゅう
入関

かんけい
係にある全

ぜんいん
員のもの

� 　　　（２）健
けんこう
康保

ほけ ん
険（被

ひ
用
ようしゃ
者保

ほけ ん
険）加

かにゅうしゃ
入者

� �  　　　被
ひほけんしゃほんにん
保険者本人のもの

� 　５．マイナンバーが確
かくにん
認できるもの

� 　６．身
みもとかくにんしょるい
元確認書類

� 　※�申
しんせいしょ
請書、診

しんだんしょ
断書用

よう し
紙は障

しょうがいしゃ
害者福

ふ く し か
祉課にあります。

� 　※�精
せいしん
神医

いりょう
療と精

せいしん
神障

しょうがいしゃ
害者保

ほけ ん
健福

ふく し
祉手

てちょう
帳を同

どう じ
時に申

しんせい
請する場

ばあ い
合は、手

てちょうよう
帳用

診
しんだんしょ
断書により同

どうじしんせい
時申請が可

かのう
能です。

� 　※�有
ゆうこうきかん
効期間は１年

ねん
で、継

けいぞく
続のためには手

てつづ
続きが必

ひつよう
要です（２年

ねん
に一

いち ど
度診

しん
断
だん

書
しょ
の提
てい
出
しゅつ
が必
ひつよう
要です）。

� �精神疾患（てんかん・認知症を含む）による通院医療を継続的に受けている方
� ※�往診、デイケア、訪問看護、薬代も対象となります。
� ※�入院医療は適用外です。年齢制限はありません。
� �原則として医療費の１割が自己負担になります。ただし、受診者本人の病状

や収入、世帯の所得に応じて自己負担の上限額が設定されています。
� ※�住民税非課税世帯に当たる方は、別途医療費助成制度があります。

内 容

対 象

利 用 料
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「重度かつ継続」の範囲
○疾病、症状等から対象となる者

[更生・育成] 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝
臓移植後の抗免疫療法に限る)の者

[精神通院] ①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生・育成・精神通院] 医療保険の多数該当の者

自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み

一定所得以上

中間

所得２

中間
所得１

市町村民税課税
以上
235,000円未満

低 所 得 ２

低 所 得 １

生活保護

市町村民税非課税
（本人収入が800,001円以上）

市町村民税非課税
（本人収入が800,000円以下）

生活保護世帯

市町村民税課税以
上33,000円未満

市町村民税
33,000円以上

235,000円未満中 間

所 得

市町村民税235,000円以上

０円 ０円 ０円

２，５００円 ２，５００円 ２，５００円

５，０００円 ５，０００円 ５，０００円

５，０００円 ５，０００円

１０，０００円 １０，０００円医療保険の
高額療養費
※精神通院の
殆どは重度
かつ継続

２０，０００円対 象 外 対 象 外

所得区分
更生医療・

精神通院医療
育成医療 重度かつ継続

① 利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担額を設定。（これに満たない場合は１割）
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない（重度かつ継続）者、育成医療の中間所得層

については、更に軽減措置を実施。

●育
いくせいいりょう
成医療� 身

問合せ先
千代田保健所 健康推進課 保健予防係
〒 102-0073　九段北 1-2-14
TEL（5211）8172／ FAX（3262）1160
E メール　kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp

障
しょうがい

害のある子
こ

どもに必
ひつよう

要な医
い り ょ う ひ

療費の助
じょせい

成が受
う

けられます。

� 機
き の う
能障
しょうがい
害を回

かいふく
復するための治

ちりょう
療や手

しゅじゅつ
術などの医

いりょうひ
療費の助

じょせい
成が受

う
けられます。

� （健
けんこう
康保

ほけ ん
険の対

たいしょう
象になる範

はんいない
囲内です。）

� ※�ただし、保
ほ ご し ゃ
護者に一

いってい
定以

いじょう
上の所

しょとく
得があるときは、対

たいしょう
象とならない場

ばあい
合があ

ります。
� 次のいずれかに該当する 18歳未満の子ども
� 　１．�下肢、上肢、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能などに障害があり、

治療により機能障害の回復が見込まれる方
� 　２．�心臓や腎臓などの内臓疾患のため手術が必要で、治療効果が見込まれ

る方

内 容

対 象
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医
　
療

難
なんびょうとういりょうひじょせい
病等医療費助成�

問合せ先 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128／ FAX（3556）1223

国
くに

や東
とうきょうと

京都が指
し て い

定した難
なんびょう

病にり患
かん

し、治
ちりょう

療を受
う

けている方
かた

の医
い り ょ う ひ

療費を助
じょせい

成します。

� 【手
て
続
つづ
きに必

ひつ
要
よう
なもの】

� 　１．臨
りんしょう
床調
ちょうさ
査個
こじんひょう
人票（診

しんだんしょ
断書）

� 　２．申
しんせいしょ
請書（特

とくてい
定医

いりょうひ
療費支

しきゅう
給認
にんてい
定申
しんせいしょ
請書）

� 　３．健
けんこう
康保
ほけんしょう
険証の写

うつ
し・高

こうれいじゅきゅうしゃしょう
齢受給者証の写

うつ
し（お持

も
ちの方

かた
のみ）

� 　４．個
こじんばんごう
人番号に係

かかわ
る調
ちょうしょ
書

� 　５．保
ほけんしゃ
険者からの情

じょうほう
報提
ていきょう
供に係

かかわ
る同

どういしょ
意書

� 　６．�公
こうてき
的年
ねんきん
金等
とう
の収
しゅうにゅう
入等

とう
にかかる申

もうしでしょ
出書

� 　※�申
しんせいしょ
請書・臨

りんしょう
床調

ちょうさ
査個

こじんひょう
人票（診

しんだんしょ
断書）など、各

かくようし
用紙は障

しょうがいしゃ
害者福

ふ く し か
祉課にあり

ます。
� 　※�有

ゆうこう
効期

きか ん
間は 1年

ねん
で、継

けいぞく
続のためには更

こうしん
新手
てつづき
続が必

ひつよう
要です。

� �なお、ご加
かにゅう
入の健

けんこう
康保

ほけ ん
険により、課

かぜ い
税証

しょうめいしょ
明書・住

じゅうみんひょう
民票等

とう
が必

ひつよう
要な場

ばあ い
合があ

ります。
� 以下のすべてに該当する方
� 　１．区内に住所を有する方
� 　２．難病等医療費助成の対象疾病（168ページ）にり患されている方
� 　３．医療費助成の認定基準を満たしている方
� �各種医療保険を適用した後の自己負担額から、「月額自己負担上限額」を控

除した額を助成します。
� ただし、入院時の食事代と生活療養標準負担額は含みません。
� 【自己負担上限額（月額）】� ( 円 )

階層区分 階層区分の基準

患者負担割合 2割
負担上限月額（外来＋入院）

一般
高額かつ
長期
※

人工
呼吸器等
装着者

生活保護 － 0 0 0
低所得Ⅰ 区民税

非課税
世帯
（世帯）

本人年収～ 80万円以下 2,500 2,500

1,000

低所得Ⅱ 本人年収 80万円超 5,000 5,000

一般所得Ⅰ 区民税
課税
（世帯）

所得割 7.1 万円未満 10,000 5,000

一般所得Ⅱ 所得割 7.1 万円以上
25.1 万円未満 20,000 10,000

上位所得 所得割 25.1 万円以上 30,000 20,000
入院時の食事療養標準負担額及び

生活療養標準負担額 全額自己負担

� ※�高額かつ長期とは、難病の医療助成費を受け始めてから後、月ごとの医療
費総額が 5万円を超える月が年 6回以上ある方を言います。詳細はお問
い合わせください。

難

内 容

対 象

利 用 料
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医
　
療

特
とくしゅいりょう
殊医療の医

いりょうひじょせい
療費助成�

問合せ先 障害者福祉課 給付・指導担当
TEL（5211）4128／ FAX（3556）1223

人
じんこう

工透
とうせき

析を受
う

けている方
かた

、先
せんてんせいけつえきぎょうこいんしけつぼうしょうとう

天性血液凝固因子欠乏症等にかかっている医
い り ょ う ひ

療費を助
じょせい

成し
ます。

� �認
にんてい
定された難

なんびょう
病にかかる診

しんりょう
療、調

ちょうざい
剤、訪

ほうもん
問看

かん ご
護、治

ちりょうよう
療用装

そう ぐ
具に要

よう
する医

いりょうひ
療費

のうち、医
いりょう
療保

ほけ ん
険適

てきようご
用後の医

いりょうひ
療費自

じ こ
己負

ふた ん
担額
がく
の一

いち ぶ
部が助

じょせい
成されます。

� 都が指定する疾患の医療を受けていて、認定基準に該当する方

小
しょうにせいしんびょうにゅういんいりょうひじょせい
児精神病入院医療費助成�

問合せ先 障害者福祉課 総合相談担当
TEL（5211）4217／ FAX（3556）1223

子
こ

どもが心
こころ

の病
びょうき

気で入
にゅういん

院する場
ば あ い

合、医
い り ょ う ひ

療費の助
じょせい

成が受
う

けられます。

� 入
にゅういん
院医

いりょうひ
療費の自

じ こ
己負

ふたんぶん
担分の助

じょせい
成が受

う
けられます。

� �【対象者】
� 　�精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている 18歳未満の方
� 　�ただし、入院治療を継続して行う場合には、満 20歳に達するまで延長が

可能。
� �【対象となる医療】
� 　�精神疾患及び精神障害に付随した疾病※

� 　※�精神科病床で治療できる範囲内の疾病のこと
� 入院時の食事負担額は自己負担です。

難

内 容

対 象

精

内 容

対 象

利 用 料
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医
　
療

小
しょうにまんせいとくていしっぺいいりょうひじょせい
児慢性特定疾病医療費助成

問合せ先
千代田保健所 健康推進課 保健予防係
〒 102-0073　九段北 1-2-14
TEL（5211）8172／ FAX（3262）1160
E メール　kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp

子
こ

どもが特
とくてい

定の慢
まんせい

性疾
しっぺい

病にかかったときの医
い り ょ う ひ

療費の一
い ち ぶ

部の助
じょせい

成が受
う

けられます。

� �慢
まんせい
性疾

しっかん
患を治

ちりょう
療するための医

いりょうひ
療費のうち、健

けんこう
康保

ほけ ん
険適

てきようご
用後の自

じ こ
己負

ふた ん
担額

がく
の

一
いち ぶ
部（月

げつがく
額自

じ こ
己負

ふた ん
担額
がく
を除
のぞ
いた額

がく
）の助

じょせい
成が受

う
けられます。

� 次のすべてに該当する方
� 　１．18歳未満の方
� 　２．以下の 16疾患群（788疾病）にかかっている方
� 　　　�悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、

膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾
患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚
疾患群の中の指定疾病

� 　３．疾病の状態が認定基準を満たしている方

在
ざいたくじゅうしょうしんしんしょうがいじ
宅重症心身障害児（者

しゃ
）等
とう
訪
ほうもんじぎょう
問事業� �知

問合せ先
千代田保健所 健康推進課 保健相談係
〒 102-0073　九段北 1-2-14
TEL（5211）8175／ FAX（3262）1160
E メール　kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp

重
じゅうしょうしんしんしょうがいじ

症心身障害児（者
しゃ

）等
とう

の自
じ た く

宅に看
か ん ご し

護師が訪
ほうもん

問し、医
いりょうてき

療的ケアや療
りょういくしえん

育支援を行
おこな

います。

� 看
か ん ご し
護師が訪

ほうもん
問します。（原

げんそく
則週
しゅう
１回
かい
）

� １．本
ほんにん
人に対

たい
して医

いりょう
療ケアや発

はったつ
達・療

りょういく
育支

しえ ん
援を行

おこな
います。

� ２．家
かぞく
族に対

たい
して看

かんご
護技
ぎじゅつ
術指

しど う
導や相

そうだん
談・助

じょげん
言を行

おこな
います。

� ３．支
しえん
援対
たいしょう
象期

きか ん
間は、原

げんそく
則として１年

ねん
です。

� ４．�対
たいしょうじ
象児の入

にゅういんちゅう
院中に支

しきゅう
給決

けってい
定した場

ばあ い
合、必

ひつよう
要に応

おう
じて「在

ざいたく
宅療

りょういく
育相

そうだん
談

事
じぎょう
業」が受

う
けられます。

� ５．�訪
ほうもんけんこう
問健康診

しんさ
査（必

ひつよう
要な場

ばあい
合のみ）

� 　　年
ねん
１回

かい
医
い し
師等
とう
による訪

ほうもんけんこう
問健康診

しんさ
査・療

りょういく
育相
そうだん
談も受

う
けられます。

� �在宅で生活をする重症心身障害児（者）の方及び医療的ケア児（退院予定の
方も申請できます）

� ※�重症心身障害児（者）とは、重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複し
ており、18歳未満にその状態になった方です。

内 容

対 象

身

内 容

対 象
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医
　
療

ひとり親
おやかていとう
家庭等の医

いりょうひじょせい
療費助成� �知�精

問合せ先
子育て推進課 手当・医療係
TEL（5211）4230／ FAX（3264）3988
E メール　kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

ひとり親
おや

家
か て い

庭等
とう

の保
ほ ご し ゃ

護者と子
こ

どもは医
い り ょ う ひ

療費の助
じょせい

成が受
う

けられます。なお、所
しょとくせいげん

得制限があ
ります。

� ●助
じょせい
成額
がく

� 　１．住
じゅうみんぜい
民税が非

ひ か ぜ い
課税の方

かた

� 　　　健
けんこう
康保

ほけ ん
険による医

いりょうひ
療費の自

じ こ
己負

ふたんぶん
担分の助

じょせい
成が受

う
けられます。

� 　２．住
じゅうみんぜい
民税が課

かぜい
税される方

かた

� 　　　�健
けんこう
康保

ほけ ん
険による医

いりょうひ
療費の自

じ こ
己負

ふたんぶん
担分の２／３の助

じょせい
成が受

う
けられます。

� �次のいずれかに該当する子どもを養育している父または母・養育者とその子
ども

� 　１．�父または母が重度の障害を有する子ども（障害の程度により認定され
ない場合もあります。）

� 　２．�父または母が、死亡または生死不明である子ども
� 　３．�父母が離婚した子ども
� 　４．�父または母に引き続き１年以上遺棄されている子ども
� 　５．�父または母が法令により１年以上拘禁されている子ども
� 　６．�婚姻によらないで生まれた子ども
� 　７．�父または母が配偶者からの暴力（DV）で裁判所から保護命令が出さ

れた子ども
� ●助成期間
� 　１．子どもが障害を有する場合　20歳の誕生日の前日まで
� 　２．上記１以外の場合　18歳に達した日以降の最初の３月 31日まで
� ●次のいずれかに該当する場合は対象になりません。
� 　１．子どもが施設に入所している場合
� 　２．�父または母・養育者・同居の一定範囲の親族（扶養義務者）の所得が

基準額を超えている場合（167ページ参照）
� 　３．生活保護を受けている場合
� 　４．�児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親

に委託されている場合
� 　５．�父または母が婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事

情にある場合

東
とうきょうとりつしんしんしょうがいしゃこうくうほけん
京都立心身障害者口腔保健センター

問合せ先
東京都立心身障害者口腔保健センター
〒 162-0823　新宿区神楽河岸 1-1　セントラルプラザ９階
診療のお問い合わせ・予約
TEL（3267）6480／ FAX（3269）1213

地
ち い き

域の医
いりょう

療機
き か ん

関では対
たいおう

応が困
こんなん

難な障
しょうがい

害をお持
も

ちの方
かた

の、口
こうくう

腔保
ほ け ん

健の向
こうじょう

上を目
もくてき

的とした
施
し せ つ

設です。

� 歯
し か
科の治

ちりょう
療及
およ
び検

けん さ
査等
とう
を行
おこな
います。

� ※診
しんりょう
療時

じか ん
間等

とう
、詳
くわ
しくはお問

と
い合

あ
わせください。

� 地域の歯科医療機関では対応が困難な障害をお持ちの方
� （中等度障害者・要介護高齢者・全身管理を必要とする有病者）
� 健康保険及び心身障害医療助成による一部自己負担があります。

身

内 容

対 象

内 容

対 象

利 用 料


